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○
総
務
省
令
第
六
十
三
号 

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
地
方
自

治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
審
理
等
の
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員

の
審
理
等
の
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



2

   

改　

正　

後

改　

正　

前

第
十
七
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
五
項
の
再
々
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審

第
十
七
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
五
項
の
再
々
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審

査
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

査
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
審
理
等
の
手
続
に
関
す
る
省

令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
審
理
等
の
手
続
に
関
す

る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
二
十
七
条　

前
条
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
議

第
二
十
七
条　

前
条
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
議

の
申
出
、
審
査
の
申
立
て
又
は
審
決
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
規
則
第
一
条
か
ら
第
五
条

の
申
出
、
審
査
の
申
立
て
又
は
審
決
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
規
則
第
一
条
か
ら
第
四
条

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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附　

則 

こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

 

和
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


